
いわき市市営住宅管理センター

令和2年7月1日

修　繕　工　事　の　流　れ

市営住宅管理センター 業　　　者

※竣工後、2週間以内に納品兼請求書をご提出ください

修繕依頼受付

修繕業者に

「修繕等仕様書」

（兼見積依頼）を送付

「修繕等仕様書（兼見積依頼）」を受領し、

作成した見積書を住宅管理センターに

送付（FAX）

「修繕等発注書」を作成し、

統括責任者の承認後に発注

※統括責任者の押印のない発注書

無 効

「修繕等発注書」を受領し、

修繕工事の施工開始

業者から見積書を受領し、見積り内容確認・

業者選定・予算執行状況の確認を行う

現地調査を実施して修繕内容の確認し、

市営住宅管理センターへ報告

現地調査を実施して修繕内容の確認、

もしくは、内容に応じて業者へ依頼

竣工後、書類を提出

①納品兼請求書

②修繕工事請負請書

③竣工届

④工事完了調書

⑤写真（施工前、経過、竣工後）

工事責任者が

業者提出の書類を確認

支払処理


